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　　　　(2) 職員定数管理の状況

　　　　(3) 等級及び職制上の段階ごとの職員数の状況

　　　　(4) 一般行政職の級別職員数の状況

　　　　(5) 採用試験の実施状況

　　　　(6) 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

　　　　(7) 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

花巻市の人事行政の運営等の状況

　地方公務員法第58条の2及び花巻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第20号)
に基づき、花巻市の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

目次

　１　任免及び人数の状況

　　　　(1) 採用及び退職の状況

　　　　(2) 休憩時間の状況

　　　　(3) 週休日・休日の状況

　　　　(4) 休暇の状況

　　　　(5) 一般職員の年次有給休暇の使用状況

　　　　(6) 特別休暇の導入状況

　　　　(7) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の利用状況

　　　　(4) 平均給料月額と平均年齢の状況

　　　　(5) ラスパイレス指数の状況

　　　　(6) 主な職員手当の状況

　　　　(7) 特別職の報酬などの状況

　４　勤務時間その他の勤務条件の状況

　　　　(1) 勤務時間の状況

　　　　(8) 派遣職員の状況

　２　人事評価の状況

　３　給与の状況

　　　　(1) 人件費の状況

　　　　(2) 給与費の状況

　　　　(3) 職種別・学歴別初任給及び経験年数別平均給料月額の状況

　　　　(2) 安全衛生管理の状況

　　　　(3) 公務災害補償の状況

　　　　(4) 職員の健康管理の状況

　　　　(5) 勤務条件に関する措置の要求

　　　　(6) 不利益処分に関する審査請求の状況

　　　　(3) 刑事処分者数

　６　服務の状況

　７　退職管理の状況

　８　研修の状況

　９　福利及び利益の保護の状況

　　　　(1) 福利厚生制度の状況

　　　　(8) 介護休暇及び部分休業の取得状況

　　　　(9) 自己啓発等休業及び修学部分休業の取得状況

　　　　(10) 配偶者同行休業の取得状況

　５　分限及び懲戒処分の状況

　　　　(1) 分限制度の概要及び処分の状況

　　　　(2) 懲戒制度の概要及び処分の状況
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※国や県との人事交流によるものを含みます。

その他の職

 令和５年度

R5.4.1 38人 21人 4人 6人 7人

１　任免及び人数の状況

(1)　採用及び退職の状況

　ア　職員の採用

区　　分 採用者数

内
　
訳

一般行政職 消防職 保育士

　イ　退職の状況（令和５年度）

退職
事由

定年
退職

応募
認定

普通
退職

任期付
期間満了

 令和６年4月1日採用 33人 18人 4人 5人 6人

計　 38人 21人 4人 6人 7人

R5.4.2～R6.3.31 0人 0人

令和６年度 4人 23人 27人

令和５年度 2人 32人 34人

※国や県との人事交流によるものを含みます。

　ウ　再任用職員の採用状況（令和５年度）

年度 常時勤務 短時間勤務 計

その他 計

人数 2人 12人 11人 9人 5人 39人

※任期更新者を含みます

(2)　職員定数管理の状況

　ア　部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

区分 職員数 対前年
増減数

主な増減理由
部門 令和5年 令和6年

令和４年度 2人 30人 32人

業務の見直しによる減

労働 1人 1人 0人

総務・企画 211人 209人 -2人 業務の見直しによる減

普
通
会
計

一
般
行
政
部
門

議会 7人 7人 0人

税務 46人 42人 -4人

土木 67人 67人 0人

民生 136人 143人 7人 業務体制見直しによる増

農林水産 41人 42人 1人 業務増による

商工 25人 25人 0人

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 0人 0人 0人

教育 109人 110人 1人 業務の見直しによる増

消防 149人 145人 -4人 採用者を確保出来なかった

衛生 57人 57人 0人

一般行政部門計 591人 593人 2人

その他 29人 29人 0人

公営企業等会計部門計 43人 40人 -3人

下水道 14人 11人 -3人 人員不足による未配置

普通会計計 849人 848人 -1人

総合計 892人 888人 -4人
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　　※本表（ア～ウ）の職員数には、市長、副市長、教育長、再任用短時間職員は含まれておりません。

令和5年 令和6年

職員数 929人 916人 905人 894人 898人 892人

区分 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

　イ　職員数の年次別推移（各年4月1日現在）

△4人

　ウ　年齢別職員構成の状況（各年4月1日現在）

年度

20歳 20歳 24歳 28歳

888人

対前年増減数 3人 △13人 △11人 △11人 4人 △6人

～ ～ ～ ～ 以上

23歳 27歳 31歳 35歳

56歳 60歳

計未満 ～ ～ ～ ～ ～ ～

32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳

人 人 人 人 人

令和６年度 9 35 69 102

人 人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

100%

令和５年度 8 41 81 96 101 64 72 119

7.2% 11.6% 14.5% 12.4% 8.7% 1.7%

77 15 888

構成比 1.0% 3.9% 7.8% 11.5% 10.6% 9.1%

94 81 64 103 129 110

7.8% 0.3% 100%11.4% 7.2% 8.1% 13.4% 14.3% 12.5%

127 111 69 3 892

構成比 0.9% 4.6% 9.1% 10.8%

1.0%

3.9%

7.8%

11.5%
10.6%

9.1%

7.2%

11.6%

14.5%

12.4%

8.7%

1.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

-20 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-

年齢別職員構成比（令和6年4月1日現在）
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2

3

1

2

合計

(3)　等級及び職制上の段階ごとの職員数の状況（各年4月1日現在）

　ア　行政職給料表

職務の級

令和6年 令和5年

基準となるべき職務
合計

人 ％

１級 定型的な業務を行う職務 63 9.3

主事 41

主
事
級

63

内訳 職制上の段階 職員数計

人 ％ 職名 人 段階 人 ％

計 63

9.3 75 11.1

技師 7

保育士 14

保健師 1

主
査
級

202 29.9 188 27.8
計 202

71 10.5
計 71

係
長
級

155 22.9 150 22.1

上席主査 45

指導主事 2

主任主査

主査 202

主
任
級

71 10.5

４級 係長の職務 155 22.9

係長 103

5

計 155

２級 主任の職務 71 10.5
主任 71

３級 主査の職務 202 29.9

６級 54 8.0

課長 44

3

副館長 5

地域支援監 4

防災対策監 1

課
長
補
佐
級

116 17.2

125 18.4

副主幹 8

園長 9

副所長・副園長

５級 課長補佐の職務 117 17.3

課長補佐 74

6

次長 7

館長

1

会計管理者 1 次
長
級

3 0.4部次長 2

計 54

52 7.7

事務局長 2

課長の職務 館長・所長 4

委員会等の事務局の
長の職務

副館長

課
長
級

52 7.7

計 117

部
長
級

14 2.1 16 2.4
総合支所長 3

議会事務局長 1

計

７級

部長及び総合支所長
の職務

14 2.1

部長 10

２　議会事務局の事
務局長の職務 14

100.0 677 100.0676 100.0 676 676
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　イ　消防職給料表

職務の級

令和6年

１級 消防士の職務 22 15.2
消防士 22

24

基準となるべき職務
合計 内訳 合計

人 ％ 職名 人 人

令和5年

％

２級 消防副士長の職務 33 22.8
消防副士長

16.1

計 25

計 22

41

計 38

３級 消防士長の職務 25 17.2
消防士長 25

25 16.8

計 33

33
33 22.1

38 26.2

係長 14

５級 消防司令の職務 21 14.5

課長補佐 7

20

分遣所長 2 27.5

主任 20

分遣所長代理 2

４級 消防司令補の職務

分署長 2

副分署長 2

13.4

副主幹 6

副署長 4

計 21

署長 2
5 3.4

課長 2

計 5

計 1

合計 145 100.0 145

７級 消防監の職務 1 0.7
消防長 1

1 0.7

６級 消防司令長の職務 5 3.4

次長 1

人 ％ 職名 人 人 ％

149 100.0

　ウ　労務職給料表

職務の級

令和6年 令和5年

基準となるべき職務
合計 内訳 合計

5 8.2

調理師 2

１級

１　運転技師の職務
２　調理師の職務
３　技術員の職務
４　校務員の職務
５　園務員の職務
６　館務員の職務

6 9.2

校務員 4

計 6

1 1.6

上席技能主任 1３級
１　技能主査の職務
２　上席技能主任の職務

10 15.4

技能主査 9

14 23.0

２級 技能主任の職務 5 7.7
技能主任 5

計 5

４級 主任技能主査の職務 32 49.2

主任技能主査 32

計 10

33 54.1

１　技能主幹の職務
２　技能副主幹の職務

12 18.5
技能副主幹 12

計 32

8

※本表（ア～ウ）の職員数には、市長、副市長、教育長、特定任期付職員、再任用短時間職員は含まれておりません。

合計 65 100.0 65 61

計 12

100.0

13.1５級
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※

職員数 構成比 職員数 構成比

１　級 主事、技師 38人 7.5% 48人 9.2%

(4) 一般行政職の級別職員数の状況（各年4月1日現在）

区　分
令和6年 令和5年

標準的な職務内容

４　級 係長、上席主査 107人 21.2% 113人 21.6%

３　級 主査 161人 31.9% 151人 28.9%

２　級 主任 48人 9.5% 49人 9.4%

合計 505人 100.0% 522人 100.0%

７　級 部長、総合支所長 14人 2.8% 16人 3.1%

６　級 課長 49人 9.7% 48人 9.2%

５　級 課長補佐 88人 17.4% 97人 18.6%

申込者(男) 申込者(女) 受験者数 (うち女性)

※一般行政職とは、「地方公務員給与実態調査」職種区分において、税務職、医療技術職、看護・保健職、福祉
職、消防職、技能労務職、教育職、特定任期付職員に該当しない職員です。

再任用職員は除く。

(5) 採用試験の実施状況（令和５年度）

職種 申込者数計
第1次試験

合格者数 倍率

10.6 7 4 

一般事務職（高卒） 24 12 12 21 5 4.2

一般事務職（大卒） 131 77 54 117 11 

採用者数
採用者

0 

土木技術職（大卒） 1 1 0 1 0 　　  － 0 0

4 2 

一般事務職（障がい者） 3 3 0 3 0 　　  － 0 

1 1 

保育士 1 0 1 0 0 0.0 0 

2.0 0 0 

保健師 3 1 2 1 1 1.0

土木技術職（高卒） 2 1 1 2 1 

3.6 4 3 

保育士 6 0 6 6 5 1.2

一般事務・社会人枠 19 8 11 18 5 

0 

消防職 19 19 0 16 5 3.2 4 0 

0 

保育士（任期付） 2 0 2 2 2 1.0 1 1 

5 5 

建築技術職 3 2 1 3 2 1.5 2 

31 16 

1.8 3 0 

計 221 131 90 197 41 

学校校務員（任期付） 7 7 0 7 4 

1級, 7.5% 1級, 9.2%

2級, 9.5% 2級, 9.4%

3級, 31.9% 3級, 28.9%

4級, 21.2% 4級, 21.6%

5級, 17.4% 5級, 18.6%

6級, 9.7% 6級, 9.2%

7級, 2.8% 7級, 3.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和6年 令和5年

一般行政職の級別職員数の構成比

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
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【消防職を除いたもの】

※再任用短時間勤務職員を除く

職員数 登用率 職員数 登用率(%)

(6) 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（各年度4月1日現在）

年度 全管理職数
男性管理職 男性管理職 女性管理職 女性管理職

令和４年度 87人 70人 80.5% 17人 19.5%

令和５年度 87人 69人 79.3% 18人 20.7%

令和６年度 80人 63人 78.7% 17人 21.3%

登用率(%)

令和６年度 72人 55人 76.4% 17人 23.6%

年度
全管理職数 男性管理職 男性管理職 女性管理職 女性管理職

(消防職除く) 職員数 登用率 職員数

令和４年度 79人 62人 78.5% 17人 21.5%

令和５年度 79人 61人 77.2% 18人 22.8%

女性の割合 男性 女性 計 女性の割合女性 計 女性の割合 男性 女性 計

(7) 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

　ア　級別職員の状況（令和6年4月1日現在）

40.0% 29人 4人 33人 12.1%

区
分

行政職 労務職 消防職

男性

22人 9.1%

２級 24人 47人 71人 66.2% 3人 2人 5人

4人 2人 6人 33.3% 20人 2人１級 28人 37人 65人 56.9%

53.1% 38人 0人 38人 0.0%

５級 79人 38人 117人 32.5%

25人 4.0%

４級 80人 75人 155人 48.4% 15人 17人 32人

5人 5人 10人 50.0% 24人 1人３級 107人 95人 202人 47.0%

5人 0人 5人 0.0%

７級 10人 4人 14人 28.6%

21人 0.0%

６級 43人 11人 54人 20.4%

8人 4人 12人 33.3% 21人 0人

　イ　行政職の役職（職位）別職員の状況（令和6年4月1日現在）

役職(職位) 男性 女性 計 女性の割合

46.2% 138人 7人 145人 4.8%

※再任用短時間勤務職員を除く

1人 0.0%

合計 371人 307人 678人 45.3% 35人 30人 65人

1人 0人

主査級 107人 95人 202人 47.0%

係長級 80人 75人 155人 48.4%

主事級 28人 35人 63人 55.6%

主任級 24人 47人 71人 66.2%

次長級 3人 0人 3人 0.0%

部長級 10人 4人 14人 28.6%

課長補佐級 78人 38人 116人 32.8%

課長級 41人 13人 54人 24.1%

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 1人

岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室 1人

神奈川県平塚市 1人

派遣先団体 派遣者数

経済産業省東北経済産業局 1人

計 371人 307人 678人 45.3%

(8) 派遣職員の状況（令和6年4月1日現在）

社会福祉法人花巻市社会福祉協議会 1人

計 9人

岩手県後期高齢者医療広域連合 1人

岩手中部広域行政組合 2人

一般社団法人花巻観光協会 1人



8/20

　　本市においても、「花巻市職員の人事評価実施規程」により、評価基準の明示や評価結果の本人へ

　の開示などの仕組みを導入し、評価の観点として「能力評価」と「業績評価」の両面から評価して、

　人事管理の基礎とすることを定めています。

　　取り組みの状況としては、公正な評価の確保のために評価者を対象とした定期的な研修を実施し、

  適正な評価に向けて取り組んでおります。

　　取り組みの状況としては、公正な評価の確保のために評価者を対象とした定期的な研修を実施し、

  適正な評価に向けて取り組んでおります。

　人事評価は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するため、公正かつ定期的に行わ

　なければならないこととされています。

対象職員 一般職の職員

対象期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで

２　人事評価の状況

　　地方公務員法の改正により、平成28年度から人事評価制度が法律上の制度として導入されました。

３　給与の状況

(1)　人件費の状況（一般会計決算見込額）　

区分
住民基本台帳人口 歳出額

実質収支
人件費 人件費率

（R5年度末） A

評価方法

能力評価
　評価項目及び着眼点について、職務遂行の過程において発揮された

職員の能力を客観的に評価します。

業績評価
　職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の

業績を客観的に評価します。

令和３年度 92,928人 55,977,366千円 2,108,767千円 8,408,345千円 15.0%

令和４年度 91,708人 54,863,508千円 2,083,914千円 8,502,026千円 15.5%

B （Ｂ／Ａ）

令和５年度 90,469人 60,848,968千円 1,712,856千円 8,588,391千円 14.1%

計　B B/A

令和６年度 882人 3,410,876千円 663,156千円 1,357,069千円 5,431,101千円 6,158千円

　　※人件費には、一般職と特別職の職員の給与、報酬のほか共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害補償費等を含みます。

(2)　給与費の状況（令和６年度一般会計当初予算・一般職）

区分
職員数 給与費 一人当たり給与費

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当

　※給与費は当初予算に計上された額です。

　※職員給与費には、給料及び扶養、通勤、住居等の諸手当を含み、退職手当負担金・児童手当は含みません。

6,083千円

令和４年度 888人 3,265,486千円 678,081千円 1,319,665千円 5,263,232千円 5,927千円

令和５年度 882人 3,380,270千円 675,182千円 1,309,438千円 5,364,890千円
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(3)　職種別・学歴別初任給及び経験年数別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）

区分 花巻市 国

250,800円 ―

１０年以上１５年未満 275,400円 ―

１５年以上２０年未満 303,800円 ―

一
般
行
政
職

大学卒

初任給 197,800円 196,200円

採用２年経過後の給料額 209,700円 ―

経験
年数

７年以上１０年未満

―

１０年以上１５年未満 254,600円 ―

１５年以上２０年未満 280,000円 ―

高校卒

初任給 167,900円 166,600円

採用２年経過後の給料額 177,500円 ―

経験
年数

　７年以上１０年未満 215,600円

228,500円

１５年以上２０年未満 233,300円

消
防
職

大学卒
初任給 218,800円

採用２年経過後の給料額 233,300円

高校卒

技
能
労
務
職

高校卒

初任給 165,300円

採用２年経過後の給料額 175,100円

経験
年数

　７年以上１０年未満 ―

１０年以上１５年未満

（参考） (国、岩手県及び類似団体の平均給料月額は、令和5年4月1日現在）

岩手県 42.1歳 318,218円 52.3歳 302,137円

平均年齢 平均給料月額

花巻市 42.6歳 320,100円 50.7歳 299,400円

初任給 189,600円

採用２年経過後の給料額 203,700円

(4)　平均給料月額と平均年齢の状況（令和6年4月1日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

平均年齢 平均給料月額

国 42.4歳 322,487円 51.2歳 286,942円

類似団体 42.6歳 316,217円 53.1歳 311,160円
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(6)　主な職員手当の状況

　ア　扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当及び寒冷地手当等（令和6年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価

国の
制度
との
異同

支給実績
（５年度決
算見込）

支給職員１
人当たり平
均支給年額
（５年度決
算見込）

(5)　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員

　　　　数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額

　　　　を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

住居手当

借家　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

単身赴任手当受給者の留守家族が借家に居住する
場合
職員本人が居住する場合の手当額の2分の1

同 59,851千円 306,932円

扶養手当

子10,000円
　満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子
がいる場合の加算額1人につき、5,000円

 配偶者及び父母等の扶養親族1人あたり6,500円

同 93,163千円 242,613円

通勤手当

①電車・バスを利用する場合
　運賃等相当額に応じて75,000円を上限として支
給

②乗用車などを使用する場合
　使用距離等に応じて2,100円から49,300円までの
範囲で支給

③異動により特急・高速道路などを利用すること
が必要になった場合
　負担している特急・高速道路料金などの額の2分
の1（20,000円を限度）を加算

同 61,304千円 88,590円

R2.4.1

95.7 

R2.4.1

98.0 

R2.4.1

98.9 

R3.4.1

95.8 

R3.4.1

98.0 

R3.4.1

98.8 

R4.4.1

95.8 

R4.4.1

97.7 

R4.4.1

98.7 
R5.4.1

96.7 

R5.4.1

97.7 

R5.4.1

98.6 

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

花巻市 類似団体平均 全国市平均
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※時間外勤務手当と休日勤務手当を合算したものです。

単身赴任手当

　勤務所を異にする異動に伴い転居し、やむを得
ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する
こととなった職員等で、異動前の住居から勤務所
までの距離が原則60キロメートル以上の職員に対
して、距離に応じて、月額30,000円～100,000円の
範囲で定額支給

同 456千円 456,000円

寒冷地手当

基準日（11月から3月までの各月の初日）に在職す
る職員に支給
11月から3月までの間において、月額7,360円か
ら、17,800円までの範囲で定額支給

同 54,738千円 62,630円

管理職手当
　管理又は監督の地位にある職員の職のうち、指
定する職にある職員に対して47,000円から70,800
円までの範囲で定額支給

同 52,048千円 634,737円

支給実績（令和５年度決算見込） 459千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和５年度決算見込） 229,488円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

休日勤務手当

　祝日法による土日等及び年末年始の休日等にお
いて正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し
て、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給額
に135/100から160/100までの範囲の割合に乗じて
得た額を支給

同 45,296千円

　イ　地域手当　（令和6年4月1日現在）

夜間勤務手当

　正規の勤務時間（午後10時から翌日の午前5時ま
での間）に勤務することを命ぜられ勤務した全時
間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たり
の給与額に100分の25割を乗じて得た金額を支給

同 13,774千円

管理職員特別
勤務手当

　管理職員が週休日又は休日等（以下「週休日
等」）に勤務した場合に支給（勤務1回あたり
8,000円以内）
週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間
であって正規の勤務時間以外に勤務した場合に支
給（勤務1回あたり4,000円以内）

同 634千円

支給総額 326,201千円 321,592千円

職員１人当たり支給年額 402,717円 394,592円

宮城県仙台市 6% 1人 6%

　ウ　時間外勤務等手当　（令和6年4月1日現在）

区分 令和５年度決算見込 令和４年度

神奈川県平塚市 10% 1人 10%

1人当たりの月平均時間外勤務等時間 13.1時間 12.8時間
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

※一般行政職の加算率

3級

4,5級

6,7級

　

税務職員手当
市税の徴収に関する業務に
従事する職員

滞納処分 1件当たり390円～440円

防疫作業手当
感染症等の防疫に従事する
職員

感染疾病者等輸送、汚
染物件の消毒

1日当たり440円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算見込） 108,551円

職員全体に占める手当支給職員の割合 17.0%

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

　エ　特殊勤務手当　（令和6年4月1日現在）

支給実績（令和５年度決算見込） 16,500千円

救急業務手当
消防組織法第12条に規定す
る消防職員

救急患者救助、医療機
関への搬送

1回当たり240円～700円

除雪作業手当 除雪作業に従事する職員
除雪車による除雪作
業、除雪車誘導

1日当たり330円

用地交渉手当
土地の取得、損失の保障交
渉に従事する職員

現地での土地取得又は
損失の交渉

1日当たり330円

清掃作業手当 不快な業務に従事する職員 犬猫等死体処理 1回当たり220円

行路死病人等取扱手当
社会福祉事務に従事する職
員

行路病死人の取扱業務 1回当たり1,760円～3,300円

災害応急作業等手当

重大な災害が発生した箇所
若しくは発生するおそれの
著しい箇所で行う応急作業
等に従事する職員

重大な災害の際に行う
巡回監視業務及び災害
発生箇所で行う応急作
業

1日当たり710円～1,080円

　オ　期末・勤勉手当の状況（令和6年4月1日現在）

区分 6月期 12月期 計 １人当たり平均支給年額

夜間特殊業務手当
消防組織法第12条に規定す
る消防職員

夜間勤務 1回当たり410円～1,100円

出動手当
消防組織法第12条に規定す
る消防職員

火災、災害、救助のた
めの現場出勤

1回当たり240円

加算措置の状況（職務の級等による加算措置）
5.0%

10.0%

15.0%

期末手当 1.250月分 1.250月分 2.50月分 （令和5年度決算見込）

勤勉手当 1.000月分 1.000月分 2.00月分 1,550,105円
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月分

月分

月分

月分

月分

月分

(2)　休憩時間の状況

(3)　週休日・休日の状況

　　この支給率は国と同じです。

区分 花巻市 国

自
己
都
合

勤続20年 19.6695月分 19.6695月分

勤続25年 28.0395月分

　カ　退職手当の状況（令和6年4月1日現在）

　　退職手当の額は、退職したときの給料月額にこの表に示すような支給率を乗じて得た額となります。

最高限度 47.709月分 47.709月分

一般職員の退職手当の1人当たり平均支給額
（令和５年度）

11,722千円

(7)　特別職の報酬などの状況

応
募
・
定
年

勤続20年 24.586875月分 24.586875月分

勤続25年 33.27075月分 33.27075月分

勤続35年 47.709月分 47.709月分

28.0395月分

勤続35年 39.7575月分 39.7575月分

最高限度 47.709月分 47.709月分

副市長 677,000円 12月期 1.60

教育長 578,000円 計 3.20

　特別職の職員のうち、市長、副市長、教育長あるいは市議会議員の報酬などです。

○特別職の報酬など（令和6年4月1日現在）

区分 報酬等月額 期末手当

市長 826,000円 6月期 1.60

(1)　勤務時間の状況

　勤務時間は、休憩時間を除き、１日について7時間45分、１週間について38時間45分です（日曜日及
び土曜日は週休日）。

　一般的な職員の勤務時間は、各任命権者の定める規程等により、午前8時30分から午後5時15分まで
としています。

　また、交代制勤務職員等、勤務の特殊性によりこの勤務時間により難い職員の勤務時間は、別に定
めています。

　なお、子育て、介護又は通勤等の事情に応じ、始業時刻及び終業時刻について、１時間を上限に30
分単位で繰り上げ又は繰り下げる時差出勤を実施しています。

　一般的な職員の休憩時間は、正午から午後１時までの60分としています。

議員 339,000円 計 3.40

４　勤務時間その他の勤務条件の状況

　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように考
慮して、条例等で定めています。その概要は、次のとおりです。

議長 431,000円 6月期 1.70

副議員 369,000円 12月期 1.70

　週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を、また、休日とは国民の祝日に関する法律（昭和
23年法律第178号。以下「祝日法」といいます。）に規定する休日及び年末年始の休日（12月29日から
翌年の1月3日までの日（祝日法による休日を除く。））をいいます。

　なお、公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員については週休日
を別に定めています。
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(4)　休暇の状況

※総付与日数には、前年からの繰越を含んでいます。

R5.1.1～R5.12.31 19,032日 6,631日 496人 13.4日 34.8%

消化率

（a） （b） （c） （b）/（ｃ） （b）/（a）

　休暇の種類は、給与が支給されるか否かによって、有給休暇と無給休暇に分けることができます。
有給休暇としては、事由を限らず毎年付与される年次休暇、負傷や疾病のため療養を必要とする場合
に認められる病気休暇、特定の事由に基づいて認められる特別休暇があります。特別休暇が認められ
る事由は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故等の24項目を定めています。

　また、無給休暇として、職員が配偶者、父母、子などを介護する場合に認められる介護休暇及び介
護時間があります。

(5)　一般職員の年次有給休暇の使用状況（令和５年1月1日～令和５年12月31日）　

対象期間
総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数

※対象職員は、市長部局(交代制勤務の除く)で、当該期間の採用者及び退職者並びに休職者及び育児休業者等を除いています。

(6)　特別休暇の導入状況（主な特別休暇と付与日数）（令和５年度）

内容 休暇の期間

骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間

R3.1.1～R3.12.31 18,555日 4,962日 485人 10.2日 26.7%

R4.1.1～R4.12.31 19,419日 5,814日 505人 11.5日 29.9%

日常生活を営むのに支障がある者を介護する場合
（短期介護休暇）

1年に5日（要介護者が2人以上の場合は10日）の範
囲内の期間

職員の妻の出産に伴い入院等の付添い等をする場合3日の範囲内の期間

職員の妻の産前・産後期間中において、育児参加
をする場合

5日の範囲内の期間

産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

生後１年に達しない子を育てる職員のその子の保
育のための時間（保育時間）

1日2回それぞれ1時間の期間

小学校修了までの子の看護のための休暇
（子の看護休暇）

1年に5日（小学校修了までの子が2人以上の場合は
10日）の範囲内の期間

ボランティア休暇 5日の範囲内の期間

結婚休暇 連続する7日の範囲内の期間

産前休暇

6週間（母性保護のために必要がある場合は8週
間、多胎妊娠の場合14週間）以内に出産する予定
である女性職員が請求した場合、出産の日までの
請求した期間

職員の親族が死亡した場合 親族により1日～10日以内

夏季休暇 原則として連続する5日の範囲内の期間

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相
当であると認められる場合（不妊治療休暇）

1年に5日（市長が定める不妊治療に係るものであ
る場合は10日）の範囲内の期間
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　ア　育児休業の承認期間（令和５年度中に新たに取得した職員に限る。）

期間
6月以下 6月超え 1年超え 1年6月超え 2年超え 2年6月超え

計

(7)　育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の利用状況（令和５年度）

　　育児休業は最大で3年間取得可能です。また、子を養育するための継続的な勤務を促進し、職員の

　福祉と公務の円滑な遂行を確保するための制度として部分休業の制度を設けており、1日2時間の

　範囲内で部分休業を取得することが可能です。

　　また、配偶者等の就業や育児休業等の状況にかかわらず、小学校就学前の子を養育する場合、4つの

形態（1週19時間35分～24時間35分）により短時間勤務を行うことが可能です。

0人 0人 12人

女性職員 0人 7人 2人 0人 0人 0人

1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下

男性職員 12人 0人 0人 0人

　イ　部分休業の承認期間（令和５年度中に新たに取得した職員に限る。）

期間
1年以下 1年超え 2年超え 3年超え 4年超え 5年超え

計

9人

計 12人 7人 2人 0人 0人 0人 21人

0人 0人 0人

女性職員 3人 0人 0人 0人 0人 0人

2年以下 3年以下 4年以下 5年以下

男性職員 0人 0人 0人 0人

　ウ　育児短時間勤務の承認期間（令和５年度中に新たに取得した職員に限る。）

期間
3月以下 3月超え 6月超え 9月超え

計
6月以下 9月以下

3人

計 3人 0人 0人 0人 0人 0人 3人

計 0人 0人 0人 0人 0人

0人

女性職員 0人 0人 0人 0人 0人

男性職員 0人 0人 0人 0人

取得職員数 0人 0人 1人 0人 1人

要介護者の続柄枠 配偶者 父母 子 その他 計

(8)　介護休暇及び部分休暇の取得状況（令和５年度）

　　配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

　ために、通算6月まで3回を上限として介護休暇を分割して取得することができます。

　　また、介護のための所定労働時間の短縮措置として部分休暇の制度を設けており、1日2時間の

　範囲内で部分休暇を取得することが可能です。

　ア　介護休暇の取得状況（令和５年度中に新たに取得した職員に限る。）

0人 0人

女性職員 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人

男性職員 0人 0人 0人 0人 0人

期間 1月以下
1月超え
2月以下

2月超え
3月以下

3月超え
4月以下

4月超え
5月以下

5月超え
6月以下

計

0人 1人計 1人 0人 0人 0人 0人
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取得職員数 0人 0人 0人 0人 0人

　イ　介護部分休暇の取得状況（令和５年度中に新たに取得した職員に限る。）

要介護者の続柄枠 配偶者 父母 子 その他 計

0人 0人

女性職員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

男性職員 0人 0人 0人 0人 0人

期間 6月以下
6月超え
1年以下

1年超え
1年6月以下

1年6月超え
2年以下

2年超え
2年6月以下

2年6月越え 計

取得職員数 0人 0人

(10)　配偶者同行休業の取得状況

　　配偶者同行休業は、公務において活躍することが期待される有為な地方公務員の継続的な勤務を促

　進することを目的として設けた制度です。

　　国内外の大学、大学院等を履修する場合2年、独立行政法人国際協力機構（JICA）が行う開発途上

　地域での奉仕活動への参加の場合は3年を限度に休業の取得が可能です。なお、休業期間中の給与は

　支給されません。

　自己啓発休業及び修業部分休業の取得状況（令和５年度）

期間 自己啓発等休業 修業部分休業

0人 0人

(9)　自己啓発等休業及び修業部分休業の取得状況

　　自己啓発を自発的・積極的に行う職員を支援するため、大学等における修学や国際貢献活動を希望

　する常勤の職員に対し、職員の身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度です。

計 0人 0人 0人 0人 0人

５　分限及び懲戒処分の状況

(1)　分限制度の概要及び処分の状況

　分限制度は、職員が恣意的にその職を奪われることのないよう身分を保障することにより、公務の
中立性及び安定性を確保し、その適正かつ能率的な運営を図ろうとする趣旨から整備されています。

　任命権者が職員をその意に反して降任し、又は免職することができるのは、①勤務実績が良くない
場合、②心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、③その職に必要な適
格性を欠く場合等であり、休職にすることができるのは、①心身の故障のため、長期の休養を要する
場合、②刑事事件に関し起訴された場合等です。

　　職員の配偶者が外国で勤務等することとなり職員がそれに同行する場合、３年を限度に休業の取得

　が可能です。なお、休業期間中の給与は支給されません。

　配偶者同行休業の取得状況（令和５年度）

期間 配偶者同行休業

取得職員数 0人
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※上記アの実休職者数です。

ア　令和５年度における分限処分の状況は、次のとおりです。

処分事由 免職 休職 降任 降給

職に必要な適格性を欠く場合 0人

心身の故障の場合 1人 40人 41人

計

勤務実績が良くない場合 0人

条例で定める事由による場合 0人

刑事事件に関し起訴された場合 0人

職制、定数の改廃等により廃職、過員を生じた場合 0人

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

計 14人

　※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

イ　休職状態にある者の数（令和５年度）

処分事由 実休職者数

心身の故障の場合 14人

計 1人 40人 0人 0人 41人

一般服務違反等関係 0人

給与・任用に関する不正 0人

(2)　懲戒制度の概要及び処分の状況
　任命権者は、①地方公務員法（昭和25年法律第261号）等に違反した場合、②職務上の義務に違反
し、又は職務を怠った場合、③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該
当するときは、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができるとされていま
す。

　令和５年度における懲戒処分の状況は、次のとおりです。

処分の具体的事由 免職 停職 減給 戒告 計

道路交通法違反 2人 2人

収賄等関係 0人

公務外非行関係 1人 1人

　※同一の者が複数回にわたって懲戒処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

(3)　刑事処分者数

事件の種類 懲役 禁錮 罰金 科料 計

計 1人 0人 0人 2人 3人

監督責任 0人

傷害・暴行による場合 0人

横領による場合 0人

収賄による場合 0人

その他 1人 1人

道路交通法違反による場合 0人

公職選挙法違反による場合 0人

計 0人 0人 1人 0人 1人
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区分 対象者 再就職の届出があった者

６　服務の状況

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法
等によって、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守
る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等、民間企業の勤労者とは異なる
服務上の強い制約が課されています。
　これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、その懲戒処分の状況は、５(２)のとお
りです。
　本市においては、花巻市職員倫理規程（平成25年5月2日花巻市訓令第8号）を制定し、職員が常に認識
しておかなければならない基本的な心構えや職員が遵守すべき倫理行動基準を規定するとともに、職員の
職務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等に関して規定しています。
　また、所属長による職員に対してコンプライアンスに関する訓示や、職員を対象とした公務員倫理研修
を開催する等、コンプライアンス推進体制の構築に向けた取組を行っています。

７　退職管理の状況

　平成28年4月1日に地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体は、退職管理の適正を
確保するための所要の措置を講ずることとされたことから、市では、地方公務員法に定めるもののほか、
「花巻市職員の退職管理に関する条例」及び「花巻市職員の退職管理に関する規則」を制定し、新たな退
職管理制度を実施しております。
　当該条例等に基づき、元職員による働きかけ規制や退職者の再就職状況の公表等、制度の適正な運用に
努めています。

　○退職者の再就職状況の概要

令和４年度 退職者・再任用任期満了者 9人 2人

令和３年度 退職者・再任用任期満了者 7人 0人

令和５年度 退職者・再任用任期満了者

課長職以上の職に
あった職員

13人 6人

基本研修 新規採用職員研修、一般職員研修、監督者級研修、管理者級研
修等

11 212人
(階層別研修)

特別研修
　コンプライアンス研修、安全運転研修、メンタルヘルス研修
等

23 1,483人

令和２年度 退職者・再任用任期満了者 11人 2人

８　研修の状況

　　研修の実施状況（令和５年度）

研修区分 研修の概要 研修数 修了者数

派遣研修 　国等への長期派遣研修 5 5人

計 129 1,864人

専門研修
税務事務研修、財産管理事務研修、市町村アカデミー等 24 40人

各課専門研修受講 66 124人
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９　福祉及び利益の保護の状況

(1)　福利厚生制度の状況

　地方公務員法は、職員の福利厚生を図る制度として、共済制度（地方公務員法第43条）、厚生制度
（地方公務員法第42条）を定めております。

会員掛金総額 22,271千円 C

公費負担率 39.5% B/(B+C)

花巻市会員数 1,425人 A

福利機構公費負担額 14,524千円 B

ア　共済制度

　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、岩手県市町村職員共済組合が行っていま
す。その費用は職員の掛金と市の負担金で賄われおり、その内容は、短期給付事業（健康保険関
係）、長期給付事業（年金保険関係）及び福利事業（健康診査事業など）です。

イ　厚生制度
　職員の厚生制度は、地方公務員法において職員の福利厚生について計画し、実施することが義務付
けられていることから、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構において、職員の保健、元気回
復そのほか厚生に関する事業を行っております。その費用は職員の掛金と市の補助金で賄われており
ます。

令和５年度実績

(3)　公務災害補償の状況

　職員が公務上の災害（負傷、疾病、障がい又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合に、その災
害によって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその家族の生活の
安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。
　補償の種類には、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償
などがあります。

(2)　安全衛生管理の状況

　職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、労働安全衛生法（昭和47年法律第
57号）及び花巻市職員安全衛生管理規程等に基づき、衛生委員会の設置並びに産業医、衛生管理者及
び安全衛生推進者の選任等を行っています。

1人当たり公費補助金額 10.2千円 B/A

　職員の福利厚生の増進を図る目的に、花巻市職員が会員となり花巻市職員共済会を組織しておりま
す。なお、職員の会費のみで運営されており、公費負担はありません。

0件

令和４年度 認定件数 6件 1件 2件 12件

令和５年度 認定件数 1件 0件 1件 6件 8件

区分
公務災害

通勤災害
行政職 技能労務職 消防職 会計年度任用職員 計

令和３年度 認定件数 8件 3件 2件 10件 23件

21件 5件

3件
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(4)　職員の健康管理の状況

令和５年度 922人 906人 98.3%

　労働安全衛生法に基づき、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期
発見を行うため、全職員を対象に定期健康診断や、特定の業務に従事する職員を対象に特別健康診断
等を実施しています。

○職員の定期健康診断の状況（令和５年度）

区分 対象職員数 受診者数 受診率

令和３年度 917人 912人 99.5%

令和４年度 926人 908人 98.1%

対象職員数 受診者数 受診率 対象職員数 受診者数 受診率 対象職員数

区分 運転業務 深夜業務 騒音業務

○職員の特別健康診断の状況（令和５年度）

令和５年度 20人 20人 100.0% 121人 121人 100.0% 14人 14人

受診者数 受診率

100.0%

100.0%令和３年度 17人 17人 100.0% 116人 116人 100.0% 13人 13人

100.0% 13人 13人 100.0%令和４年度 19人 19人 100.0% 118人 118人

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する審査請求制度によって保護
されています。
　勤務条件に関する措置要求制度は、地方公務員法第46条の規定により、職員が給与、勤務時間その
他の勤務条件に関し、公平委員会の事務を委託している岩手県人事委員会に対して、市当局により適
切な措置が執られるべきことを要求する制度です。

令和４年度末 令和５年度中 令和５年度中処理件数 令和５年度末

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

(5)　勤務条件に関する措置の要求

- - - - -

　不利益処分に対する審査請求制度は、地方公務員法第49条の2の規定により、任命権者によって懲戒
処分、分限処分など不利益な処分を受けた職員が、公平委員会の事務を委託している岩手県人事委員
会に対して審査請求を行うことを認める制度です。

令和４年度末 令和５年度中 令和５年度中処理件数 令和５年度末

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

- - - - -

(6)　不利益処分に関する審査請求の状況


